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第4回都区財政調整協議会幹事会 議事内容 

 

日 時：平成30年1月5日（金）  18:00～18:45 

会 場：区政会館19階192会議室 

出席者 

都 側：猪倉区政課長、太田課長代理（行政担当）、神田課長代理（都区財政

調整担当）、五十嵐課長代理（税務担当）、小野澤課長代理（財政担当） 

区 側：大柳新宿区財政課長（幹事長）、新名文京区財政課長（副幹事長）、

宮腰荒川区財政課長、谷口大田区財政課長、加賀谷世田谷区財政課長、

海老沢中野区副参事、岩瀬江東区財政課長、近藤特別区長会事務局調査

第２課長 

 

1 開会 

（司会） 

 ただいまから、第４回都区財政調整協議会幹事会を開催させていただきます。 

はじめに、委員の出欠についてでございます。 

都側委員のうち、佐藤委員、吉澤委員、 

区側委員のうち、菅谷委員、鈴木委員が欠席でございます。 

それでは、本日の次第に沿って進めてまいりたいと思います。 

なお、お手元の資料「平成30年度都区財政調整協議個別課題についての都区

双方の考え方」に記載している内容につきましては、発言があったものとみな

して、それを前提にご議論いただければと思います。 

それでは、議題に入らせていただきます。本日の第４回幹事会は、最後の幹

事会としての協議でございまして、幹事会としてのとりまとめを行うこととな

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

本日の進め方でございますけれども、次第に沿いまして、提案事項の協議は、

「都側提案事項」、「区側提案事項」、「その他」の順に行いたいと思います

が、よろしいでございましょうか。 

 

（委員） 

はい。 

 

2 平成29年度・平成30年度財源見通し 

（都側委員） 

それでは、まず協議に入ります前に、私から財源の見通しについて発言をさ

せていただければと思います。前回の第３回の幹事会におきまして一度ご説明
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させていただきましたが、税制改正が予定されております地方消費税の清算基

準の見直しによる影響額が把握できておりませんでしたが、今回改めてその影

響額等を見込んだものをご説明したいと思います。 

基準財政収入額の見込みについてでございますが、地方消費税交付金が1,675

億３千３百万円に、地方消費税交付金特例加算額が114億４千２百万円となりま

す。 

基準財政収入額合計は、その他変動も含めまして、１兆1,315億２千６百万円

となります。 

次に、基準財政需要額についてでございますが、地方消費税交付金などの額

を基礎に算定いたします「その他行政費」の需要額も変動することから、基準

財政需要額合計は、その他の変動も含めまして、約２兆265億円となります。 

その結果、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた、30年度の普通

交付金所要額は、約8,950億円となり、前回幹事会で説明いたしました調整３税

の見通しから計算いたしました普通交付金の総額と比較いたしまして、約766億

円下回っていることとなります。 

ご説明は、以上でございます。 

 

（司会） 

ただいまの説明に対して、何か御意見ございますでしょうか。 

 

3 協議（平成29年度再調整） 

（司会） 

それでは早速でございますが、これより協議に移らさせていただきます。最

初に「都側提案事項」から進めてまいります。 

 

（都側委員） 

まず、「平成 29年度再調整」について、都側から追加提案がございますので、

改めて私からご説明をさせていただければと思います。 

それでは、平成29年度再調整に係る追加提案について申し上げます。 

第３回幹事会でご説明しましたとおり、平成29年度における普通交付金の最

終的な算定残は、約333億円となります。 

この普通交付金の再算定にあたりましては、先の幹事会で、待機児童解消に

向けた保育所整備等対応経費や民泊対応経費など、各区に共通する緊急的な需

要での対応を検討しているとお伝えしたところでございます。 

また、区側からは平成29年４月の施設型給付費等に係る処遇改善等加算の改

正に伴う経費などについて、算定すべきとのご発言がございました。 
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本日、お配りしている資料「平成２９年度都区財政調整（再調整）東京都提

案事項」をご覧いただければと思います。 

項目の一つ目でございますが、保育所整備等対応経費です。これは、待機児

童解消に向けました保育所整備費、保育所整備助成費について、平成29、30年

度にそれぞれ見込まれる事業量２か年分について臨時的に算定するとともに、

平成29年４月の施設型給付費等に係る処遇改善等加算の改正に伴う経費を算定

するものでございます。 

二つ目ですが、民泊対応経費でございます。これは、平成30年６月の住宅宿

泊事業法の施行に伴い必要となる実態調査などの経費について、算定するもの

でございます。 

最後ですが、投資的経費に係る工事単価の見直し（建築工事）を算定するも

のです。 

29年度再調整にかかる追加提案は、以上でございます。 

 

（司会） 

それでは、ただいまの説明につきまして、区側から御意見などがあればお願

いします。 

 

（区側委員） 

私から、ただ今ご提案のありました、都側の追加提案について、区側の見解

を述べさせていただきます。 

29年度再調整項目につきましては、前回の幹事会において示された都側提案

について、これまでの考え方を転換するようなものも一部含まれていることか

ら、慎重に検討することが必要と発言をいたしたところでございます。その上

で区側としては、本来当初に算定すべき内容であるにもかかわらず未算定とな

っている事業や、年度途中の制度改正などにより未算定となっている事業のほ

か、特別区における緊急的な需要を再調整で算定すべきであることもあわせて

主張いたしました。 

今回示されました都側追加提案を拝見いたしますと、区側から提案した再調

整項目については一部しか盛り込まれておりませんが、その他の項目について

も概ね区側の考え方と一致するものであることから、平成29年度再調整につい

ては、都側の追加提案に沿って、整理したいと考えます。 

私からは、以上でございます。 

 

（司会） 

ただいまの、都区双方からの発言に対し、何か他に御意見等がございました
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らお願いいたします。 

 

4 協議（都側提案事項） 

（司会） 

ないようでございますので、その他の都側提案事項について、御意見ござい

ましたら、お願いいたします。 

 

○ 義務教育施設新増築経費の見直し 

（都側委員） 

私からは、義務教育施設新増築態容補正について発言します。 

第３回幹事会において、新築校の校舎の建設費について、区側から「地域の

実情や需要を踏まえ、地方公共団体の創意工夫を活かした整備が必要」との発

言がありました。 

公立の義務教育諸学校等施設について、地域の実情や需要を踏まえて実際に

整備されていることは都側でも認識していますし、そうした考え方を否定する

ものではありません。 

一方、都区財政調整の基準財政需要額に係る標準区経費は、各特別区が合理

的かつ妥当な水準において標準的な行政を行うために必要とされる額とされ、

個別の事情や独自の判断に基づいて行われる事業まで含めるものではありませ

ん。 

そうした考え方に基づき、既存校の増改築では合理的かつ妥当な水準として

国基準である「国庫資格面積」を用いて算定を行っております。 

区側の主張では、新築校の校舎について、財調の「あるべき需要」の水準を

超えて、特別区が行った建設工事の面積すべてを算定することになってしまい

ます。 

区側は新築校の校舎について、地域の実情や需要を踏まえれば、財調の「あ

るべき需要」を超えて行った建設工事の面積すべてを算定してもよいと考える

のか、区側の見解を伺います。 

また、統廃合と老朽化による改築に関して、「統合による改築については、

規模の適正化を図るといった点で、老朽化による改築とは異なる」との発言が

ありました。 

具体的に申し上げますが、例えばＡ校とＢ校それぞれがあった場合、財調で

は、それぞれの学校について47年後に建替えを行うことを前提に、毎年、改築

経費が算定されております。両校を統合するために学校を改築する場合、それ

まで算定されてきたＡ校・Ｂ校２校分の改築経費で十分経費を賄うことが可能

であるにもかかわらず、財調では態容補正で統合後の国庫資格面積相当の建築



5 

 

工事費が別途算定されております。こうした状況にもかかわらず、区側は目的

さえ異なれば、改築経費を二重に算定してもよいと考えているのか、その見解

を伺います。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

この件に関しまして、区側から何か御意見はございますでしょうか。 

 

（区側委員） 

ただいまの都側の意見に対しまして、区側の見解を述べさせていただきます。 

「新築校の校舎の建設費」につきましては、「公立の義務教育諸学校等施設

の整備に関する施設整備基本方針」において、地域の実情や需要を踏まえた整

備が求められていることから、実施面積に基づく現行算定が「あるべき需要」

に相当すると考えてございます。 

また、「統廃合による改築」についてでございますが、各区が学校の適正配

置に着実に取り組む上でも、現行算定は妥当なものと認識してございます。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

本件に関しまして、他に御意見などございますでしょうか。 

 

（都側委員） 

ただいまの区側の発言を受けて、再度発言をいたします。 

「新築校の校舎の建設費」について、区側から「『公立の義務教育諸学校等

施設の整備に関する施設整備基本方針』において、地域の実情や需要を踏まえ

た整備が求められていることから、実施面積に基づく現行算定があるべき需要

に相当する」との発言がありました。 

繰り返しになりますが、財調における基準財政需要額とは各特別区が合理的

かつ妥当な水準において「標準的な行政」を行うために必要とされる額とされ、

個別の事情や独自の判断に基づいて行われる事業まで含めるものではありませ

ん。 

区側が主張の論拠とする「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設

整備基本方針」は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律を根

拠法としており、同法施行令から導かれる「国庫資格面積」での算定こそが、

国基準に沿ったものとして、「標準的な行政」にあたると考えます。 

「新築校の校舎の建設費」について、国庫資格面積を超えて実施面積で算定
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することがなぜ必要なのかの理由として、単に「地域の実情や需要を踏まえる

必要がある」といった理由だけでは対外的にも説明できる内容になっていると

は思えません。 

また、「統廃合による改築」について、区側から「各区が学校の適正配置に

着実に取り組む上でも、現行算定は妥当なもの」との発言がありました。都側

が主張の論拠を示し、具体的事例を用いて質問したにも関わらず、理由すら挙

げずに「現行算定は妥当なもの」とする区側の主張も、全く説明になっており

ません。 

今回の協議ではこれ以上の進展は難しいことから、引き続きの課題とせざる

をえませんが、都側としては、本件を教育費における重要課題の１つだと認識

しており、今後も引き続き協議してまいりたいと考えております。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

それでは、本件に関しまして他に御意見はございますでしょうか。 

 

それでは、その他の「都側提案事項」については、いかがでございますでし

ょうか。 

 

5 協議（区側提案事項） 

（司会） 

それでは、次に「区側提案事項」の協議に移らせていただきたいと思います。

何か御意見などございましたら、お願いいたします。 

 

○ 特別交付金 

（区側委員） 

私から、特別交付金について発言をいたします。 

今年度の協議におきまして、区側から、例年提案している「特別交付金の割

合の引き下げ」に加えて、「算定のメニュー化」について、具体的な提案をい

たしました。 

しかしながら、「特別交付金の割合の引き下げ」については、都側から「平

成19年に都区の協議を経て財調条例本則を改正したものである」、また、「普

通交付金の算定対象となっていない区ごとに異なる財政需要を着実に受け止め

るためには、現行割合の５％が必要である」とのこれまでの主張が繰り返され、

今年度も都区の認識を一致させることはできませんでした。 

また、「算定のメニュー化」については、平成29年度財調協議おきまして、
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「算定のメニュー化が必要」という区側の主張に対して、都側から「算定ルー

ルの見直しが必要と認識されているのであれば、まずは区側で具体的な検証が

必要」との見解が示されたことから、区側で具体的な検証を行い、算定メニュ

ーの例示を行ったところですが、都側は「算定ルールを見直す必要はない」と

し、詳細な議論には至りませんでした。 

区側の新たな提案に対し、最後まで真摯に応じる姿勢を示していただけなか

ったことは、大変残念でございます。 

一方で、算定のメニュー案に関しては、都側から「現行の算定ルールや『東

京都総務局行政部区政課の通知』において、算定対象として明記されているこ

とから、改めて整理は不要」との見解もあわせて示されました。区側の提案内

容は、都側においても「現行の算定ルールにおいても当然のもの」と認識され

ていると受け止め、区側において、特別交付金の申請に活用していくとともに、

都側にご理解いただけるよう、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

今回の協議ではこれ以上の進展が難しいことから、引き続きの課題とせざる

を得ませんが、今年度区側から実施したアンケート調査の結果からも、算定ル

ールの見直しの必要性は明らかでありますので、来年度以降、誠意ある対応を

お願いいたします。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

この件に関しまして、都側から御意見などございますでしょうか。 

 

（都側委員） 

はじめに、特別交付金に係る協議におきましては、この間、一貫して誠意を

もった対応をしてきたことを申し上げておきます。 

ただいま、区側から「区側の提案内容は、都側においても『現行の算定ルー

ルにおいても当然のもの』と認識されていると受け止め」との発言がありまし

たが、都の考え方は、例示された事項についても、現行の算定ルールもしくは

「東京都総務局行政部区政課の通知」において算定対象として明記をされてい

ることから、改めて区側の考えるような整理は不要と考えると、繰り返し申し

上げているとおりでございます。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

本件に関しまして、他に御意見などはございますでしょうか。 

それでは、その他に御意見などがございましたらお願いいたします。 
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○ 減収補填対策 

（区側委員） 

私から、減収補填対策について発言させていただきます。 

今回の協議では、区側から、実際に起こりうる事態を想定して行ったシミュ

レーションにより「見直しの必要性」を提起した上で、一般の市町村が採りう

る減収補填対策に見合う対応策を特別区が講じられるよう、都区共通の課題と

して検討を進めていくことを求めました。 

前回の幹事会でも申し上げましたが、区側といたしましては、今回のシミュ

レーションによって、年度途中の大幅な減収に対しまして、赤字債発行以外に

採りうる手段がないケースを想定しうることを明らかにしており、十分に「見

直しの必要性」が提起できると考えております。 

しかしながら、都側は、「区側で行ったシミュレーションについて、その内

容の是非を述べる立場にはない」とした上で、都側がイメージするものとして、

「大幅な減収という状況に対し、各区それぞれにおいて、歳出削減や基金の取

り崩し、起債や振興基金の活用を図ってもなお赤字債発行をしなければならな

い状況になるということを具体的に示すようなもの」との見解が示されました。 

今回は、シミュレーションの内容について都区の考えを一致させることはで

きませんでしたが、具体的な対応策の構築に向けて、一歩を踏み出すことがで

きたことを前向きに捉え、次年度改めて、都側の見解にあるように「各区それ

ぞれの状況」を踏まえた検証を行い、提示していきたいと考えます。 

都側におかれましても、真摯に協議に向き合っていただくよう、重ねてお願

いいたします。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

本件に関しまして、何か御意見などございますでしょうか。 

ないようですので、その他に御意見などございましたらお願いいたします。 

 

○ 都市計画交付金 

（区側委員） 

私から、都市計画交付金について発言をさせていただきます。 

第３回幹事会において、平成12年都区制度改革の際の国の見解について、都

はどのように考えているのかお伺いしたところですが、都側は従来どおりの発

言を繰り返すばかりで、明確な見解は示していただけませんでした。 

都側は「各区から個別に都市計画事業の実施状況や意向等をお聞きしながら」

という主張を繰り返し述べられていますが、区側として協議を求めているのは、
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各区の都市計画事業の実施状況や意向ではなく、23区全体の総意である「都市

計画交付金の抜本的な見直し」についてです。 

また、「都市計画事業の検証を行うために必要な情報の提示」についても、

都側は「都区協議の場での検証ということでなければ、都側から見解を申し上

げる必要はない」とし、区の要求を全く受け止めていただいておりません。 

協議に応じていただけない、また、区側で具体的な検証をすることもできな

い現状について、大変遺憾に思うと同時に、都側の「真摯に協議に取り組みた

い」という発言とも矛盾を感じます。 

過去の協議でも申し上げておりますが、区側としては、本来は都区間の協議

により解決の方向性を見出していくべきと考えますが、このような状況が続く

ならば、国に対して、現状について見解を求めることや、法改正の要望を行う

ことも検討していかなければならないと考えております。 

本課題については、引き続きの課題とせざるを得ませんが、都側の誠意ある

対応を、改めてお願いいたします。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

この件に関しまして、都側から何か御意見などございますでしょうか。 

 

（都側委員） 

都市計画交付金について、この間、区側の発言に対し、真摯に回答してきた

ことだけは、申し上げておきます。 

以上でございます。 

 

（司会） 

本件に関しまして、他に御意見などございますでしょうか。 

それでは、その他に御意見などございましたらお願いいたします。 

 

○ 児童相談所関連経費 

（区側委員） 

私から、児童相談所関連経費につきまして、御発言させていただきます。 

これまでの協議で、児童福祉法の改正を受け、設置を希望する特別区が児童

相談所を設置するにあたり発生する経費の取り扱いについて、都と区の役割分

担に変更が生じることから、都区財調の基準財政需要額への算定及び都区間の

配分割合を変更すべきという区側の考えを述べ、それに対する都側の見解を伺

ってまいりました。 



10 

 

しかし、都側は「現時点では、児童相談所の設置・運営は東京都が実施して

いることから、具体的な議論をする段階にはない」、また「一部の区が設置計

画案の確認作業を進めているが、設置の見通しが立ったとは聞いていない」と

し、議論には応じていただいていない、という状況でございます。 

また、第３回幹事会におきまして、「特別区がひとしくその行うべき事務」

であるかどうかについての言及がありました。児童相談所事務は政令の指定を

受けることにより、法律上、特別区が行うべき事務となります。法定の事務で

あれば、「特別区がひとしく行うべき事務を遂行することが出来るように都が

交付する」特別区財政調整交付金により、当然に財源保障されるべきものと考

えますが、それに対する都側の見解が示されなかったことは、誠に残念でござ

います。 

さらに、児童相談所の設置に伴う準備経費についても、「申請年度や区の事

情によって不公平が生じることがないよう、算定区分と交付率を統一すべき」

という特別交付金の新しいルール作りを求める区側の考えに対しましても、都

側は「特別交付金は、法令の規定に基づき都区で合意したルールに則って取り

扱うべき」と繰り返すのみでございます。 

今回の協議では、これ以上の進展は難しいことから、引き続きの課題とせざ

るをえませんが、都区は、ともに子どもの命と権利を守る立場にございますの

で、児童相談所事務を円滑に移管するとともに、安定的かつ充実した運営を行

っていく責務がございます。そのための必要な財源に関する課題について、都

区で協力して解決していく必要があると考えておりますので、来年度も引き続

き協議を行い、議論を重ね、深めていきたいと思います。 

私からは、以上でございます。 

 

（司会） 

この件に関しまして、都側から何か御意見などございますでしょうか。 

 

（都側委員） 

児童相談所の設置・運営に係る特別区財政調整交付金での取り扱いについて、

今回の財調協議において区側から繰り返し発言がありましたが、それに対する

都の見解は、その都度、明確にお伝えをしたところでございます。 

また、区側から、「都区は、ともに子どもの命と権利を守る立場にある者と

して、児童相談所事務を円滑に移管するとともに、安定的かつ充実した運営を

行っていく責務があります」との発言がありましたが、児童相談所の設置・運

営に係る事務については法改正後も引き続き都道府県に義務付けられており、

特別区はその自主的な意向に基づき設置できるようになったものです。都とし
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ては、この児童相談所の設置・運営に係る事務については、従来から子供の最

善の利益、子供の安全・安心をいかに確保していくかという観点が最も重要と

考えております。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

本件に関しまして、他に御意見などございますでしょうか。 

それでは、その他に御意見がございましたら、お願いいたします。 

 

○ 保育所等の利用者負担の見直し 

（都側委員） 

私から区側提案の保育所等の利用者負担額の設定について、発言をいたしま

す。 

 前回幹事会で区側から、「国が定める水準を限度として、実施主体である区

が各々の状況を踏まえて利用者負担を決定しており、現在、特別区において、

国基準をそのまま保育料としている区がないことを鑑みれば、特別区の実態が

合理的かつ妥当な水準であると考え」る、との発言がありました。 

都区財政調整における基準財政需要額は、各特別区の予算額や決算額をその

まま反映するものではない以上、「特別区において、国基準をそのまま保育料

としている区がないこと」をもって、標準区経費として「特別区の実態が合理

的かつ妥当な水準」とする理由にはならないと考えます。 

前回幹事会での区側の発言に「実施主体である区が各々の状況を踏まえて利

用者負担を決定しており」とありました。まさしく、そのように各区が自主的

に取り組まれている状況であるからこそ、標準的な経費としては位置付けられ

ないと考えます。 

この、保育所等の利用者負担の設定の議論において、区側からは、今回の平

成30年度都区財政調整協議会幹事会では、特に、認可外保育施設に係る発言が

見受けられました。 

都側としては、この項目で議論する内容は、あくまでも、都区財政調整にお

いて算定されている、区立保育所、私立の認可保育所、区立、私立の認定こど

も園等について、基準財政需要額としての利用者負担のあるべき水準であると

認識しております。 

都側としては、これまでの繰り返しになりますが、都区財政調整における基

準財政需要額は、各特別区が合理的かつ妥当な水準において標準的な行政を行

うために必要とされるべき額であり、子ども・子育て支援法における国庫負担

金及び都道府県負担金の精算基準や、地方団体の合理的、かつ、妥当な水準と
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される地方交付税の積算を踏まえると、都区財政調整における保育所等の利用

者負担額の設定については、国基準によることが合理的かつ妥当な水準である

と考えます。 

前回幹事会でも申し上げましたが、認可保育所等と認可外保育施設では、そ

の利用形態が異なるだけでなく、運営費についても、認可保育所等は、国から

の運営費である公定価格が給付され、利用者負担額も区市町村が応能負担をも

とに定めておりますが、認可外保育施設には、このような制度はありません。 

都側としては、この項目では、認可保育所等に関する基準財政需要額として

の利用者負担額の設定について、議論すべきと考えております。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

それでは本件に関しまして、区側から何か御意見などございますでしょうか。 

 

（区側委員） 

私からは、保育所等の利用者負担の見直しについて発言させていただきます。 

今回の協議では、区側から、都の認可外保育施設利用支援事業との関連性や、

特別区の実態にもとづく利用者負担の妥当性につきまして、繰り返し主張して

まいりました。 

しかし、都側は、昨年度までと同様、「国基準による利用者負担の設定が妥

当である」という意見に終始しまして、都区の認識を一致させることが出来ず、

この点について、非常に残念に思っているところでございます。 

我が国における少子化は非常に深刻でございます。東京・特別区はとりわけ

出生率が全国で一番低い状況でございまして、その一因としては全国と比較し

て物価が高く、子育てをするには厳しい環境がございます。そのような中で、

特別区は子育て家庭へ最大限の支援を行うために、保育所等の利用者負担の階

層区分を増やすなどの努力をして、利用者の負担軽減に取り組んでいるところ

でございます。 

このことを是非、ご理解いただきたいと思います。 

利用者負担のあり方につきましては、国の幼児教育無償化の動きもあり、拡

充こそすれ、後退することはありえないと考えております。そうした動きも注

視しながら、次年度以降の協議におきまして、改めて議論してまいりたいと考

えておりますので、都側においても是非、前向きに対応していただくよう、よ

ろしくお願いいたします。 

私からは、以上でございます。 
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（司会） 

それでは、本件に関しまして、他に御意見などございますでしょうか。 

それでは、ないようでございますので、その他に御意見などございますでし

ょうか。 

 

○ 清掃費の見直し 

（都側委員） 

清掃費の見直しに関して、発言をいたします。 

今年度の大きな課題であった清掃費の見直しについては、都区で見解の異な

る点もあるものの、近年のごみ量の減少に合せた「収集運搬モデル」が設定さ

れ、それに関連する経費が整理されております。 

都としては、見直すべき経費があれば機を逸することなく見直すことで、よ

り適切な財調算定となると考えております。 

現在は、３年に１度の大幅な見直しを行いつつ、人口や、態容補正にかかる

基礎数値については毎年度、算定に反映させる仕組みとなっております。 

より清掃事業の実態に即した算定とするために、ごみ量を始め、区側の言う

積載基準、作業能率、直営車と雇上車の比率等についても毎年度、見直しが必

要と考えております。 

現在の見直しに固執することなく、効果的・効率的に毎年度、実態を反映で

きるような算定方法を模索すべきと考えますが、区側の見解を伺います。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

それでは、本件に関しまして、区側から何か御意見などございますでしょう

か。 

 

（区側委員） 

私から、清掃費の見直しに関しまして、区側の見解を述べさせていただきま

す。 

見直し方法につきましては、毎年度見直すべきとする都側の意見を受けまし

て、区側で検討した結果、前回の見直しからの３年で、標準区ごみ量は 6.8％と

大きく減少したにもかかわらず、収集運搬モデルの清掃車両は１台のみの減少

であること、また清掃事業の実態と財調算定をかい離させないためには、清掃

費全体をセットで見直すことが不可欠でございまして、効果的・効率的に毎年

度、実態を反映できるような新たな算定方法は見出せないことから、現時点で

は、これまでどおり３年ごとを基本に清掃費全体を見直すことが適当であると
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の結論を得たものでございます。 

最後に、今回の見直しでは、不燃ごみのピックアップ回収による資源量の標

準区ごみ量への反映や、リサイクル関連経費の算定の充実など、特別区の清掃

事業の実態を適切に反映できたものと考えておりまして、今後も同様に、適宜、

適切な見直しを図ってまいりたいと考えてございます。 

私からは、以上でございます。 

 

（司会） 

本件に関しまして、他に御意見はございますでしょうか。 

それでは、その他に御意見がございましたらお願いいたします。 

 

○ 認可外保育施設等保護者負担軽減事業費、保育従事職員宿舎借り上げ支援事

業費 

（区側委員） 

私からは、認可外保育施設等保護者負担軽減事業費、保育従事職員宿舎借り

上げ支援事業費について発言いたします。 

前回の幹事会におきまして、区側から、待機児童解消に向けた緊急対策に係

る経費として、不本意ながら、臨時的な需要として整理をし、昨年と同様の手

法で算定する提案をいたしましたが、都側から「対象経費の切り分け等、精査

が必要」との見解が示されたことを受け、修正提案をいたします。 

修正点といたしましては、昨年度の算定が決算見込み額や東京都予算に基づ

く設定であったのに対し、今回は各区の都補助額を基礎として標準区を設定し、

一括して「待機児童解消緊急対策対応経費」として提案するものとなっており

ます。 

区側といたしましては、これまで主張してまいりましたとおり、本事業を財

調において恒常的に標準算定すべきという考え方に変わりはありません。 

しかしながら、都側の理解がいただけなかった、ということから、臨時的な

需要として暫定的に整理をするものでございます。 

次年度におきましては、１年間を通じての実績が確認できることから、当然

にあるべき需要として判断できると考えておりまして、臨時算定ではなく、恒

常的な標準算定にすべき事業として提案を行いたいと考えておりますので、是

非、前向きな対応をお願いしたいというふうに考えております。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

それでは、本件に関しまして、都側から何か御意見ございますでしょうか。 
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（都側委員） 

ただ今、区側から、修正提案についてのご説明をいただきました。 

内容の詳細は再度確認をさせていただきますが、平成30年度の都区財政調整

については、今回修正いただいた経費の設定により算定し、平成31年度につい

ては、改めて協議するものとして整理したいと考えます。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

本件に関しまして、他に御意見はございますでしょうか。 

それでは、その他に御意見ありましたら、お願いいたします。 

 

○ 投資的経費に係る工事単価の見直し 

（区側委員） 

私から、投資的経費に係る工事単価の見直しについて、発言いたします。 

今回の協議では、昨年度の経過等を踏まえ、本来あるべき物騰率算出方法の

見直しは、今後の協議課題として提案を見送り、工事単価の設定について、昨

年度の整理に沿った形で提案したところでございます。 

その上で、工事費が高止まりしている現状においては、毎年度協議する必要

はなく、今後大きな状況の変化があった場合に、改めて協議により見直してい

く方法とすべきことを主張してまいりました。 

しかしながら、都側は、あくまで現在の物騰率算出方法が合理的であり、工

事単価の上昇分の反映は「臨時的なもの」であるとの見解が繰り返し述べられ、

都区双方の意見を一致させることはできませんでした。 

したがって、誠に不本意ではございますが、今回も暫定的な措置として、都

側の主張どおり臨時的な需要として整理せざるを得ないと考えますが、都側の

見解を伺います。 

区側としましては、公共施設の改修・改築需要が高まる中、工事単価の算定

が特別区の実態と大きくかい離している状況を危惧しているところでございま

す。 

今後も、工事単価の上昇分の反映について、普遍的な需要として標準算定す

ることができない状況が続くのであれば、工事単価の積算自体を見直し、各種

工事単価を再設定することも含めて、次年度以降、検討していく必要があると

考えております。 

私からは、以上でございます。 
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（司会） 

それでは、本件に関しまして、都側から御意見はございますでしょうか。 

 

（都側委員） 

都としては、平成26、27年の２か年分の急激な上昇率を踏まえて算出した平

成30年度の工事単価は、あくまでも臨時的なものと考えており、都としても「臨

時的な需要として整理」したいというふうに考えます。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

本件に関しまして、他に御意見はございますでしょうか。 

 

それでは、その他に御意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 国民健康保険事業助成費（国保制度改革） 

（区側委員） 

 私から、国保制度改革に伴う国民健康保険事業助成費の見直しについて発言

いたします。 

第３回幹事会において都側から発言のありました、態容補正の「必要性」と

「期間設定の考え方」の２点について、区側の見解を申し上げます。 

今回の制度改革の主旨の一つとして、「法定外繰入金の解消」が挙げられま

すが、国において、法定外繰入金については「保険料の適正な設定等により、

計画的・段階的に解消を図る」との見解を示しており、都においても、「東京

都国民健康保険運営方針」の中で、国と同主旨の見解を示しております。 

また、制度改革後、急激な保険料の上昇を抑制するため、国・都の公費を財

源とした「制度上の激変緩和措置」が、平成35年度までを措置期間として導入

されます。 

これらの状況を踏まえ、特別区としましては「制度上の激変緩和措置が終了

する平成35年度を目途に、法定外繰入金を段階的に解消する」ことが、区長会

において確認されており、今回の区側提案についても同様の考え方で整理して

おります。 

今回提案している２つの態容補正の必要性及び期間設定ですが、まず「保険

料軽減にかかる法定外繰入金を加算する態容補正」については、法定外繰入金

は当面の間、各区において発生することが想定される行政需要であることから、

加算額を段階的に縮減させていく前提で、各区の法定外繰入金相当額を標準算

定額に加算することとしており、期間については、先ほど申し上げた「制度上
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の激変緩和措置」及びそれを受けた区長会決定を踏まえ、平成35年度までとし

たいと考えております。 

次に、「制度上の激変緩和措置の影響を調整する態容補正」についての必要

性でございますが、「制度上の激変緩和措置」は、一定の条件に該当した自治

体にのみ講じられ、特別区においても、区ごとに措置状況は異なります。 

激変緩和措置の対象となった自治体については、保険料徴収の目標値である

「保険料必要額」が、本来の規模より圧縮されることとなり、この状況を調整

する必要があることから「制度上の激変緩和措置の影響を調整する態容補正」

について新設し、期間についても同様に平成35年度までとするものです。 

以上のことから、新設する２つの態容補正については、平成36年度以降、廃

止したいと考えております。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

それでは、本件に関しまして、都側から何か御意見はございますでしょうか。 

 

（都側委員） 

 ただいま区側から発言のありました、国民健康保険事業助成費の見直しにつ

いて、都側の見解を申し上げます。 

第３回の幹事会でも申し上げましたとおり、都側といたしましては国民健康

保健事業助成費の算定については、法令に基づき標準区経費を設定すべきと考

えております。 

しかしながら、ただいまの区側の発言にもありました、国や「東京都国民健

康保険運営方針」における法定外繰入の解消に対する考え方からしますと、各

区が激変緩和措置を行うことについては理解するところでございます。 

これらの激変緩和措置に係る態容補正について、公費で講じられる激変緩和

措置の措置期間等にあわせて平成35年度までとなっておりますことから、平成

36年度からは法令に沿った形の標準区設定となることを前提に、今般の国民健

康保険事業助成費の見直しにつきましては、区案のとおり整理したいと思いま

す。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

それでは、本件に関しまして、他に御意見はございますでしょうか。 
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6 財源を踏まえた対応 

（司会） 

 それでは、他に御意見がありましたら、お願いいたします。 

 

（区側委員） 

 それでは、私から財源を踏まえた対応について発言させていただきます。 

先ほど、都側より改めて平成30年度財源見通しが示され、地方消費税交付金

について税制改正による減額が見込まれるものの、調整税において増額が見込

まれることから、普通交付金の財源は所要額に比べ上回る見込みであるとのこ

とでございました。 

今回の協議において、必ずしも全ての事業で都区の考え方を一致させること

ができず、いまだ区の需要が財調に反映しきれておりません。区側としては、

需要額算定すべき事業が依然として多数あると考えていますが、一方で、各区

では喫緊の課題である保育所等の待機児童対策などに、積極的に取り組んでい

る状況がございます。 

このことから、協議状況及び特別区の現状を踏まえ、次のとおり２点を提案

させていただきます。 

１点目は、各区で待機児童対策のため保育所等の整備を前倒しして取り組ん

でいる状況を踏まえ、その対応経費を算定することを提案いたします。 

２点目は、今後、消費税率10％段階において市町村民税法人分の更なる国税

化の影響が生じることを踏まえ、特別区の財政健全化の観点から、過去の起債

の元利償還経費について、前倒し算定をすることを提案いたします。 

私からは、以上でございます。 

 

（司会） 

この件に関しまして、都側から御意見ございますでしょうか。 

 

（都側委員） 

 ただいま説明のありました区側提案について、都側の見解を申し上げます。 

平成30年度の財源状況を踏まえ、待機児童対策のための保育所等整備費を算

定すべきとの提案でございます。また、今後、消費税率10％段階における市町

村民税法人分の更なる国税化など、都区を取り巻く厳しい財政環境を踏まえ、

財政健全化の観点から、過去の起債の元利償還経費を前倒し算定すべきとのご

提案でございます。 

以上の提案については、都側としても異論はありませんので、区案のとおり

整理したいと思います。 



19 

 

まず、保育所整備等対応経費について、臨時的に追加算定を行うものでござ

います。平成31年度に見込まれる事業量について前倒しで算定することといた

します。 

次に、財政健全化対策です。都市計画交付金の地方債収入相当額については、

翌年度以降４か年の均等分割により算定しておりますが、平成30年度算定額に

追加して、過去の都市計画交付金に係る地方債収入相当額のうち、31年度及び

32年度の算定額を前倒しで算定することといたします。また、過去の義務教育

施設の新築・増築等に係る元利償還金相当額について、平成30年度償還予定額

に追加して未償還金額を前倒しで算定することといたします。 

私からは、以上です。 

 

（司会） 

本件に関しまして、他に御意見等ございますでしょうか。 

 

それでは、他に御意見などございましたら、お願いいたします。 

 

7 その他 

（司会） 

それでは、次に「その他」の協議に移らさせていただきます。何か御意見が

ございましたら、お願いいたします。 

 

それでは、御意見が出尽くしたようでございますので、以上で、本日の協議

課題は、全て終了とさせていただきます。 

 

それでは、本日都区双方から発言のあった内容につきましては、事務局にお

いて財調協議会までに整理をお願いすることとしたいと考えます。 

次に、「とりまとめに」ついてでございます。まず、お手元の「都区財政調

整協議会幹事会のまとめ（案）」となっている資料をご覧いただければと思い

ます。 

これまでの検討状況を踏まえまして、報告書のたたき台として提示させてい

ただいたものでございます。御異議がございましたら、このような内容を基本

に、本日までの検討結果を加えて「財調協議会幹事会のまとめ」とさせていた

だき、財調協議会に報告いたしたいと思います。 

また、取りまとめについては、私と区側委員に御一任をさせていただきたい

と思いますが、いかがでございますでしょうか。よろしいでございますでしょ

うか。 
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それでは、報告の内容につきましては、双方が最終的に確認の上、来週１月

９日火曜日に開催を予定しております財調協議会に報告をさせていただきたい

と思います。 

 

8 都側総括意見 

（都側委員） 

それでは、日程の最後となりますので、これまでの協議を踏まえまして、ま

ず私から、都側の総括意見を述べさせていただきたいと思います。 

今年度の協議でございますが、「東京一人勝ち」というふうに国や他団体か

ら非常に、一方的にと申しますか、批判的に議論をされていることを背景に、

平成30年度税制改正におきましては地方消費税の清算基準の見直しが行われる

こととなるなど、都区を取巻く環境は一層厳しくなる中での財調協議というこ

とでございました。 

都としての今回の協議のポイントは、「こうした国や他の自治体からの厳し

い目があることを都区双方が強く意識し」、「既に算定している内容も含めま

して都区でより厳しく、自律的に算定の見直しを図っていく」ことであったと

私どもとしては認識しております。 

財調制度は貴重な税金を財源とする制度でございまして、限られた財源を有

効に活用するという、財政運営の最も基本的な視点からの見直しが、常に求め

られているところでございます。 

しかしながら、都側提案の「公園費の見直し」や、「小中学校新増築経費の

見直し」などの項目につきましては、残念ながら合意に至ることができません

でした。私どもは、社会情勢が変化する中で適正な算定がなされているかなど、

都として十分な議論を重ね、標準区の需要として適切か否かの視点で検討し提

案してございます。今回の協議では、標準区における算定と実態との間に大き

なかい離があることや、算定に重複があることを区側も認識されているにもか

かわらず、早急に改善を図ろうという姿勢が示されておりません。また、見直

し提案に対する区側の見解を求めましたが、区側は具体的な理由もなく、その

内容の妥当性や合理性を否定するのみで、見直しに向けた建設的な考え方は残

念ながら示されておりません。本来であれば、区自らが改善に向けた方向性を

提示するなど、主体的かつ自律的な対応を行うべきと私どもとしては考えてご

ざいます。 

また、今回も区側から需要の増額を行う見直し案が多数提案されたところで

ございますが、財調算入すべきか否か、どのような水準で算入すべきかについ

て議論してまいりました。従来から改めて申し上げておりまずが、今回の協議

でも都側が一貫して申し上げてまいりましたのは、基準財政需要額は、各区の
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決算額などの実態をそのまま算定するのではなく、各区が標準的な行政を行う

ために必要とされる額、つまり、あるべき需要について算定するものというこ

とでございます。この点は、今更ではございますが改めて申し上げておきたい

と思います。 

今年度の協議におきまして、都区で隔たりがある項目がございましたが、財

調制度を適切に運用するという観点から、都区双方がお互いに歩み寄り、本日、

幹事会をこのようにとりまとめることができましたのは、都区の信頼関係のも

とで、議論した成果であるというふうに私どもとしては認識してございます。 

財調算定に係る課題はまだまだ数多く残されておりますが、都としては、今

後とも区側の皆様との議論を通じまして、財調制度の適切な運用に努めてまい

りたいと考えております。 

以上、都側の総括意見とさせていただきます。 

 

9  区側総括意見 

（司会） 

それでは、続きまして、区側の総括意見をお願いしたいと思います。 

 

（区側委員） 

私から、区側の総括意見を述べさせていただきたいと思います。 

区側としましては、これまでも時々に応じて、当該年度のあるべき需要を検

討し、現行算定の縮減も含め取り組んできており、第１回の幹事会において、

「都と特別区を取り巻く状況については当然認識しており、現行算定の見直し

についても取り組んでいる」ことを申し上げました。 

その上で、「大都市特有の膨大な財政需要に対応するための取り組みを一層

進めていくためには、算定の廃止や縮減だけに目を向けるのではなく、常に需

要に見合った算定としていくことが必要だと考えており、都区で議論を尽くし

て、具体的な成果の得られる協議にしてまいりたい」と申し上げたところでご

ざいます。 

この結果、一定程度整理することができた提案もございましたが、「保育所

等の利用者負担の見直し」や「都区財政調整協議上の諸課題」などの課題につ

いて、都区双方の見解が異なり、今回の協議においても、合意に至ることがで

きませんでした。これらの課題については、来年度以降も引き続き、都区双方

で取り組んでいくべきものと考えております。 

まず、主要課題でございます保育所等の利用者負担の見直しについては、都

の認可外保育施設利用支援事業との整合を図る意味からも、特別区の実態を適

切に反映させるべきと考え、協議に臨みました。区側からは、国では幼児教育
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無償化の検討がされていることもご説明しましたが、都側は昨年度協議と同様

に国基準が妥当であるとの主張を繰り返すのみで、互いの意見を一致させるこ

とができませんでした。 

また、都の「待機児童解消に向けた緊急対策」に位置付けられている、認可

外保育施設等保護者負担軽減事業費及び保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費

についても標準区経費の設定について見解が一致せず、昨年度に引き続き暫定

的な措置として、単年度に限った算定をすることとなりました。 

これらの事業については、都の平成30年度予算においても要求がなされてい

ることなどから、区側としては臨時的な需要ではなく、継続的に取り組むこと

が必要な事業であると考えており、平年度ベースの実績が明らかになる来年度

に、改めて標準区経費を設定し、協議していきたいと考えております。 

投資的経費に係る工事単価の見直しについても、工事費が高止まりしている

現状においては、毎年度協議する必要はなく、工事単価の上昇分を普遍的な需

要として算定すべきことを提案しました。しかしながら、都側からは工事単価

の上昇分の反映は臨時的なものとの見解が繰り返され、昨年度に引き続き暫定

的に単年度の算定をすることとなりました。 

区側としては、今後も工事単価の上昇分の反映について、普遍的な需要とし

て標準算定することができない状況が続くのであれば、積算自体を見直し、各

種工事単価を再設定することも含めて、次年度以降、検討していく必要がある

と考えております。 

次に「都区財政調整協議上の諸課題」については一向に議論が進展していな

いことから、区側では平成29年度財調協議を踏まえて、今年度は「特別交付金」

については算定の透明化に向けたメニュー化を提案し、「減収補填対策」につ

いては財政的なシミュレーションの結果をお示ししました。また「都市計画交

付金」については都市計画事業についての情報の開示も求めたところでござい

ます。しかしながら都側からは前向きな見解は示されず、踏み込んだ議論とは

なりませんでした。 

さらに、児童相談所関連経費の財源に関する課題については、「具体的な議

論をする段階にはない」などとして、全く議論に応じていただけませんでした。

既に法改正が行われ、都と設置希望区の間では児童相談所の設置に向けて計画

案の確認作業も始まっております。今後も、特別区として一体となって協議に

臨んでまいりたいと考えておりますので、都側としても目前に迫った課題とし

て、しっかりと受け止めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

次に、財調制度全般に通じる考え方を整理する取り組みである「基準財政需

要額のあり方」について申し上げます。 

今回の協議では、区側提案については、「普遍性」を確認し、区側の考える
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「合理的かつ妥当な水準」で一定の提案事項を合意することができた一方で、

提案の一部については、都区で普遍性の観点や見直しの必要性について認識が

一致せず、特別区の喫緊の課題であるにもかかわらず、引き続きの課題とせざ

るを得ない項目もございました。 

こうしたことからも、「基準財政需要額のあり方」については、特別交付金

等との関係も含め、毎年度の協議を通じて、継続的に取り組み、都区間で認識

を共有していきたいと考えております。 

最後に、今後の協議について区側の考え方を申し上げます。 

来年度協議では、今年度協議の積み残し課題のほか、社会保障経費の増加や

更なる税制改正の影響も懸念されるなど、引き続き厳しい状況での協議となり

ます。 

このような中、区側としましては引き続き、財源保障制度としての財調制度

が適切に運用されるための取組みとして、特別区間の自主自律的な調整を行い、

提案してまいりますが、都側におかれましても、諸課題の解決に向け、前向き

に対応していただくようお願い致します。 

以上をもって、区側の総括意見といたします。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

それでは、この際でございますので、他に何か御発言などございましたら、

お願いします。 

 

（司会） 

それでは、以上をもちまして第４回都区財政調整協議会幹事会を終了させて

いただきます。 

以上 

※ 上記は都側で記録したものである。 


